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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

保
健
だ
よ
り

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

さ
ざ
な
み
タ
ウ
ン

ニ
ュ
ー
ス

な
が
は
ま
の
文
化
財

／
各
種
相
談

み
ん
な
の
掲
示
板

み
ん
な
の
掲
示
板

な
が
は
ま
見
聞
録

至
誠
通
天

／
お
元
気
で
す
か

５月５日（火・祝）～11日（月）は「児童福祉週間」です。この機会に、親子のふれあいや子どもの健全育成、児童虐待問題、
子どもの権利について考えましょう。【令和２年度児童福祉週間標語】やさしさに　つつまれそだつ　やさしいこころ

民
生
委
員
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

　
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
は
、
長
き
に
わ
た
り
、

支
援
が
必
要
な
人
と
関
係
機
関
を
つ
な
ぎ
、

ま
た
、
人
と
ひ
と
、
人
と
地
域
と
を
結
び
、
献

身
的
な
活
動
を
続
け
て
い
る
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
皆
さ
ん
が
い
ま
す
。

　
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
へ
の
支

援
が
必
要
な
と
き
、
子
育
て
や
介
護
で
の
心

配
や
不
安
が
あ
る
と
き
な
ど
は
、
一
人
で
悩

ま
ず
、
地
域
の
身
近
な
相
談
役
で
あ
る
民
生

委
員
・
児
童
委
員
、主
任
児
童
委
員
へ
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
次
の
よ
う
な
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

○
調
査
と
実
態
把
握

　
地
域
住
民
の
生
活
状
態
を
必
要
に
応
じ
て

適
切
に
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
ま
す
。

○
相
談
・
援
助
、情
報
提
供

　
援
助
を
必
要
と
す
る
人
が
、自
立
し
た
日
常

生
活
を
送
れ
る
よ
う
、生
活
に
関
す
る
相
談
に

応
じ
、助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
利
用
す

る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
い
ま

す
。

○�

関
係
団
体
と
の
連
携
や

　
行
政
機
関
へ
の
協
力

　
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
者
や
団
体

等
と
の
連
携
を
深
め
、
そ
の
事
業
や
活
動
を

支
援
す
る
と
と
も
に
、
行
政
機
関
の
業
務
に

協
力
し
ま
す
。

○�

地
域
福
祉
活
動
と
民
生
委
員
児
童
委
員

　
協
議
会
活
動

　
地
域
で
暮
ら
す
人
の
福
祉
の
増
進
を
図
る

た
め
の
活
動
を
、
必
要
に
応
じ
て
行
い
ま
す
。

ま
た
、
地
区
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
で
組

織
す
る「
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
」に
お

い
て
、
委
員
同
士
の
情
報
交
換
や
連
絡
調
整

を
図
る
定
例
会(

月
に
１
回
程
度)

等
の
活
動

や
、
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
会
に

参
加
し
ま
す
。

主
任
児
童
委
員
の
活
動

　
主
任
児
童
委
員
は
、
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
中
で
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
専
門

的
に
担
当
す
る
委
員
で
、
地
区
ご
と
に
選
任

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
児
童
福
祉
に
関
す
る
機
関
と
担
当
地
区
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
の
連
絡
調
整
や
援

助
お
よ
び
協
力
を
行
い
ま
す
。

　
健
康
推
進
員
は
、地
域
で
減
塩
な
ど

の
料
理
教
室
を
開
催
し
た
り
、運
動
教

室
を
企
画
し
た
り
、家
族
や
ご
近
所
な

ど
身
近
な
人
た
ち
へ
健(

検)

診
を
呼

び
か
け
る
な
ど
、地
域
で
健
康
づ
く
り

を
推
進
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、現
在

３
２
４
人
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
の

で
、や
り
が
い
の
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
希
望
す
る
人
は
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ

さ
い
。

【
対
象
者
】

　

市
内
在
住
で
健
康
づ
く
り
に
関
心

が
あ
り
、
講
座
修
了
後
、
健
康
推
進
員

と
し
て
地
域
で
活
動
す
る
意
思
が
あ

る
人

【
定
　
　
員
】 

15
人(

先
着
順)

【
講
座
期
間
】 

６
月
～
12
月　
全
９
回

【
受
講
料
】 

無
料

【
申
込
期
限
】 

６
月
11
日(

木)

【
申
込
み
】

　

電
話
で
担
当
課
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
講
座
に
つ
い
て
詳
し
く

は
、受
講
者
に
別
途
案
内
し
ま
す
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、講
座
を
延
期
ま
た
は

中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
に
一
度
は
必
ず
特
定
健
診
を

受
け
ま
し
ょ
う

　

国
民
健
康
保
険(

国
保)

特
定
健
診
は

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
が
対
象
で
、

糖
尿
病
や
高
脂
血
症
な
ど
の
生
活
習
慣

病
を
早
期
発
見
で
き
ま
す
。

　
６
月
か
ら
、
市
の
総
合
健
診
会
場
と

指
定
医
療
機
関
で
特
定
健
診
が
始
ま
り

ま
す
の
で
、
対
象
の
皆
さ
ん
に
は
５
月

下
旬
に
受
診
券
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
の
長
浜
市
国
保
の
特
定

健
診
受
診
率
は
39
・
８
％
で
、
平
成
29

年
度
の
34
・
２
％
か
ら
5.6
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
、
県
内
最
下
位
か
ら
脱
却
で
き
ま

し
た
。

　
受
診
率
が
上
が
る
こ
と
で
、
県
か
ら

の
交
付
金
が
増
え
、そ
の
結
果
、保
険
料

の
急
激
な
上
昇
を
抑
え
る
な
ど
の
安
定

的
な
国
保
運
営
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
自
身
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
た
め

に
は
も
ち
ろ
ん
、
安
定
的
な
国
保
運
営

の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
特
定
健
診
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
職
場
で
健
診
を
受
け
て
い
る

人
、通
院
治
療
中
の
人
、０
次
健
診
を
受

け
る
と
い
う
人
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け

る
と
い
う
人
も
、
特
定
健
診
を
受
け
た

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
５
月
下

旬
に
受
診
券
と
と
も
に
お
送
り
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

毎
年
受
け
る
と
受
診
費
用
が
無
料
に

　
特
定
健
診
は
本
来
約
８
，
０
０
０
円

の
費
用
が
か
か
り
ま
す
が
、
市
国
保
に

加
入
し
て
い
る
人
は
１
，
０
０
０
円
で

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
特
定
健
診
を
毎
年
続
け
て

受
け
て
い
る
人
は
受
診
費
用
が
無
料
に

な
り
ま
す(

令
和
元
年
度
に
特
定
健
診

を
受
診
し
た
人
は
、
今
年
度
の
受
診
費

用
が
無
料
で
す)

。

　
ま
た
、健
診
を
受
け
た
結
果
、保
健
指

導
に
該
当
し
た
人
は
、
ど
な
た
も
無
料

で
保
健
指
導
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
お
得
な
制
度
を
利
用
し
て
、
健
康
を

維
持
し
ま
し
ょ
う
。

①�

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
の
軽
自
動
車
税(

種

別
割)

を
減
免
し
ま
す

　
４
月
１
日
現
在
、
原
動
機
付
自
転
車
・
軽

自
動
車
・
二
輪
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
等
の

所
有
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

は
、軽
自
動
車
税(

種
別
割)

の
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

○�

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・
療

育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
し
ょ
う

が
い
の
程
度
が
減
免
を
受
け
ら
れ
る
要
件

に
該
当
す
る
人

○�

し
ょ
う
が
い
の
程
度
が
減
免
を
受
け
ら
れ

る
要
件
に
該
当
す
る
、
満
18
歳
未
満
の
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
人
ま
た

は
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
た
人
と
生

計
を
と
も
に
す
る
人

【
受
付
期
間
】

　
５
月
７
日(

木)

〜
６
月
１
日(

月)
【
申
請
方
法
】

　
所
有
者
・
運
転
者
・
使
用
目
的
な
ど
の
要

件
、
必
要
書
類
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
担
当
課
に
問
合
せ
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※�

減
免
申
請
後
、５
月
11
日(

月)

発
送
の
軽
自

動
車
税(

種
別
割)
納
税
通
知
書
は
承
認
通

知
が
届
く
ま
で
は
納
付
せ
ず
、
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

②�

納
税
証
明
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い

　
軽
自
動
車
の
車
検
を
受
け
る
際
に
は
領
収

書
の
右
側
に
あ
る「
軽
自
動
車
税(

種
別
割)

納

税
証
明
書
」が
必
要
で
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
の
人
に
つ
き
ま

し
て
は
、
６
月
中
旬
に
車
検
用
納
税
証
明
書

を
送
付
し
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

民
生
委
員・児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

健
康
推
進
員
養
成
講
座
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す

６
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
の

特
定
健
診
が
始
ま
り
ま
す

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）に
つ
い
て

の
お
知
ら
せ

問 
社
会
福
祉
課 

☎
65
・
６
５
３
６

問 

健
康
企
画
課 

☎
65
・
７
７
７
９

問 

保
険
医
療
課 

☎
65
・
６
５
１
２

　

 

健
康
推
進
課 

☎
65
・
７
７
５
９

問 

税
務
課 

☎
65
・
６
５
０
８

▲今年度特定健診を受診すると、
　来年度は無料で受診できます。

「
環
境
性
能
割
」が
創
設
さ
れ
ま
し
た

　

税
制
改
正
に
よ
り
、
令
和
元
年
10
月

か
ら
軽
自
動
車
税
に「
環
境
性
能
割
」が

創
設
さ
れ
、
現
行
の
軽
自
動
車
税
は「
種

別
割
」と
名
称
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
等
、
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

①

②

日　時 会　場 内　容(予定)

１ ６月25日(木)
９時〜12時10分 ながはまウェルセンター 開講式、介護予防、生活習慣病予防　など

２ ７月〜11月 
13時30分〜15時 メディサポA会議室 湖北医師会の「健康教室」を受講

(７月〜11月の開催日から1日を選択)

３ ８月
９時〜15時10分 長浜保健所 公衆衛生、喫煙とアルコール　など

４ ９月16日(水)
13時30分〜15時30分 北部健康推進センター 運動「メタボの予防」

５ ９月〜11月 各地区 地域実習(健康推進員地区活動への参加)

６ 10月16日(金)
13時30分〜15時30分 北部健康推進センター 運動「ロコモ予防」

７ 11月10日(火)
９時〜13時30分 北部健康推進センター 減塩について、調理実習

８ 12月３日(木)
９時50分〜15時30分 ながはまウェルセンター 母子保健、健康と歯科保健、食育、食生活プ

ランの立て方

９ 12月16日(水)
９時30分〜15時 北部健康推進センター 調理実習、健康推進員が進める健康づくり

閉講式、修了証授与

令和２年度 令和３年度
特定健診 特定健診費用

受　診 ➡ 無　料

未受診 ➡ 有　料
(1,000円)

※国保加入者に限ります。


